
●経営資本強化資金（資本性劣後ローン）　ご融資手続きの流れ

流れ コメント 都道府県
借入申込者

（医療法人等）
民間金融機関

（メインバンク）
コンサルティング会社等 福祉医療機構

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○ （○）

○ ○ （○）

○

○ ○ （○） ○

○ ○ （○） ○

○ ○

融
資
相
談

1.当機構HP掲載の「STEP①_経
営資本強化資金_融資相談票（要
件確認）」をご作成のうえ、当機
構へご提出ください。

※メインバンク合意のうえ融資相
談表をご提出ください。
　
2．当機構にて融資相談票等の内
容を確認し、全ての融資対象要件
に合致した場合は、経営改善計画
書の作成をご案内いたします。

1.経営改善計画は、メインバンク
の支援のもと、ご作成ください。

※STEP①の手続きを経ていない
場合、経営改善計画書をお送りい
ただいても、受け付けることはで
きませんので予めご了承くださ
い。

・経営改善計画書をご作成ください。（関与するすべての金融機関の支援体制等について明記）

・法人、メインバンクを含む計画に関与する全ての金融機関（全支援金融機関）の合意がなされ

た経営改善計画を当機構へご提出ください。

・面談等の実施

・計画内容に係る

質疑応答

・借入申込みをご案内いたします。

※借入申込書、証明願・証明書等の様式をお渡しいたします。

必要に応じて

必要に応じて

・融資相談票をご作成のうえ、当機構へ

ご提出ください。

ステップ①

融資対象要件等の確認

ステップ②

経営改善計画書の確認

・当機構から融資対象要件に合致しているかどうかについて回答いたします。

・証明書発行の可能性を

ご確認ください。

①病院機能要件

・民間金融機関（メインバンク）の継続支援

及び経営指導受諾にかかる合意を得てくださ

い（口頭確認可）

②財務要件

③支援継続に係る要件

④経営指導受等受諾に係る要件

計画内容の妥当性確認

必要に応じて

必要に応じて

融資対象要件等確認



流れ コメント 都道府県
借入申込者

（医療法人等）
民間金融機関

（メインバンク）
コンサルティング会社等 福祉医療機構

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ （○） ○

○ ○ （○） ○

契
約
・
資
金
交
付

1．貸付内定通知書に契約及び資
金交付関係書類を同封いたします
ので、記名、押印等の手続きをお
願いいたします。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

1．年１回の当機構への事業報告
による決算書等の提出に加え、原
則半期に１回、経営改善計画の進
捗および支援金融機関による経営
支援状況等をご報告いただきま
す。

2．計画の進捗状況に応じて、経
営改善計画書の再策定をお願いす
る場合がございます。

借
入
申
込

1.借入申込書、証明願・証明書等
の様式は、経営改善計画書の妥当
性の確認後に当機構からお送りい
たします。

2．経営改善計画にかかる合意書
は、まずはメインバンク分をご提
出ください。
　経営改善計画に関与するその他
の金融機関分の合意書について
は、当機構との金銭消費貸借契約
手続きまでにご提出いただきま
す。

審
査

1．経営改善計画書について、
STEP②で当機構から確認させて
いただいた事項に加えてご質問さ
せていただく場合がございます。

2．審査内定となった場合は、借
入申込者あて書面にて貸付内定通
知書をお送りいたします。
　なお、審査の結果、個別の内定
条件が付される場合がございま
す。

・証明願提出

（証明書発行依頼）

・借入申込書をご作成のうえ、ご提出ください。

・証明書発行

・経営改善計画にかかる合意書発行 （メインバンク分）

・審査内定となった場合は貸付内定通知書を送付いたします。

※契約、資金交付関係書類を同封いたします。

・契約、資金交付関係書類をご提出ください。

・経営改善計画にかか全支援金融機関分の合意書をご提出くださ

い

・資金交付

機構内審査手続き

必要に応じて
原則、半期に１回

定期報告

年に１回の決算書等の提出

原則、半期に１回

定期報告
必要に応じて

計画の進捗に

応じて計画再策定


